
��������
������

��������	
�������������������������

���������	
����������	���������	���������


��������
��������	
��

�����������	
�����������

���������	
���������

��������	
����������

��������	
����������

��������	
�	�����	��

��������	
��������

��������	
����������

��������	
�����������

��������	
����������

�����������

※保険料額の軽減措置や徴収方法などについては、今後変更になる場合があります。
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－７－  広報しもだ  ２００８. ７ 月号
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○封筒の表面に「後期高齢者医療　保険証在中」と

大きな記載があります。

○新しい保険証は、７月下旬に発送予定です。
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○ご使用は、８月１日からになります。

○保険証が届いたら、住所、氏名、生年月日、性別、一部

負担金の割合（１割または３割）をご確認ください。

○これまで使用していた保険証は、破棄してしまって結構

です。

○８月になっても保険証が届かないなど、ご不明な点があ

りましたら、健康増進課国保年金係までご連絡ください。
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○８月中に７５歳になる方も送付します。

��������	
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○限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）も有効期限が７月３１日までです。減額認定証の交付には申

請が必要になりますので、交付を希望される方は健康増進課国保年金係（３番窓口）にて申請をお願いします。
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○年金受給額が年額１８万円未満である方。

○介護保険料との合計が、年金額の１／２を超える方。

※複数の年金を受給している人の場合、特別徴収の対

象年金に優先順位があるため、年金の受給総額が１８

万円以上でも、普通徴収になる場合があります。

����　健康増進課国保年金係　� �３９２２

被用者保険（会社の社会保険など）国民健康保険
又は国保組合

３月まで
加入していた

健康保険 被扶養者本　　人

普通徴収特別徴収普通徴収特別徴収普通徴収特別徴収徴収方法

１０月以降、翌
年３月までの
毎月で計８回

１０月以降の
年金給付月

８月以降、翌
年３月までの
毎月で計８回

８、９月は普
通徴収、１０月
以降は特別徴
収

８月以降、翌
年３月までの
毎月で計８回

１０月以降の
年金給付月
  ４、６、８月
  は仮徴収

決定後の
保険料額の
徴収時期 （ ）

���������

広報しもだ  ２００８. ７ 月号  －６－
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情
報
公
開
制
度
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
知
る
権
利
を
保
障
す
る
と

と
も
に
、
市
が
公
文
書
と
し
て
管

理
し
て
い
る
文
書
等
を
公
開
す
る

こ
と
で
、
市
政
に
対
す
る
理
解
と

信
頼
を
よ
り
深
め
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
公
文
書
開
示
請

１９

求
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選

挙
管
理
委
員
会
及
び
監
査
委
員
事

務
局
宛
に　

件
で
し
た
。

６２

　

請
求
の
あ
っ
た
主
な
も
の
は
、

市
道
・
河
川
に
関
す
る
こ
と
、
廃

棄
物
処
理
に
関
す
る
こ
と
で
、
請

求
件
数
全
体
の　

％
を
占
め
て
い

６６

ま
す
。
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個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
の

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ

い
て
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
と
と
も

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
自
己
の
情

報
開
示
、
訂
正
、
利
用
停
止
を
求

め
る
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
す
。

平
成　

年
度
の
個
人
情
報
開
示
請

１９

求
件
数
は
、
市
長
部
局
３
件
（
全

部
公
開
）
で
し
た
。

　

ま
た
、
保
有
個
人
情
報
の
訂
正

請
求
や
利
用
停
止
請
求
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

�
�
�
�　

総
務
課
庶
務
係

�
�
２
２
１
１
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公開の方法処理状況請

求

件

数

機関
視

聴

写
し
交
付

閲

覧

取
り
下
げ

却

下

非

公

開

一
部
公
開

全
部
公
開

－55－12－144158市長所管部局
－2－－－－112教 育 委 員 会
－－－－－1－－1監査委員事務局
－1－－－－－11選挙管理委員会
－58－121154362合　計

���������	
 （単位：件）

市道・河川に
関すること
33件

廃棄物処理に関すること
8件

農道に関すること
2件

介護保険に
関すること
1件

教育委員会に
関すること
1件

その他
17件
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市
で
は
次
の
と
お
り
職
員
を
募

集
し
ま
す
。
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５
名

�
�
�
�
�　

１
名

�
�
�　
　
　

１
名

＊
採
用
予
定
人
員
は
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
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平
成　

年
４
月
１
日

２１
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○
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
方
、
又

は
平
成　

年
３
月
卒
業
見
込
み
の

２１

方
で
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降

５９

に
生
ま
れ
た
方

○
短
期
大
学
（
高
等
学
校
卒
業
を

入
学
資
格
と
す
る
修
業
年
限
２
年

以
上
の
専
門
学
校
を
含
む
）
を
卒

業
し
た
方
、
又
は
平
成　

年
３
月

２１

卒
業
見
込
み
の
方
で
、
昭
和　

年
５７

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

○
大
学
を
卒
業
し
た
方
又
は
平
成

　

年
３
月
卒
業
見
込
み
の
方
で
、

２１昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

５５

れ
た
方

○
身
体
障
害
者
は
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、

高
等
学
校
以
上
を
卒
業
し
た
方
、

又
は
平
成　

年
３
月
卒
業
見
込
み

２１

の
方
で
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以

４８

降
に
生
ま
れ
た
方
。
か
つ
、
自
力

に
よ
る
通
勤
が
で
き
、
介
助
者
な

し
で
職
務
の
遂
行
が
可
能
で
あ
り
、

活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応

で
き
る
方

�
�
�
�
�
�

○
大
学
で
専
門
課
程
を
履
修
し
卒

業
し
た
方
、
又
は
平
成　

年
３
月

２１

卒
業
見
込
み
の
方
で
、
昭
和　

年
５５

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

�
�
�
�

○
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方
又

は
平
成　

年
３
月
末
ま
で
に
資
格

２１

取
得
見
込
み
の
方
で
、
昭
和　

年
５７

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
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日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方
及
び

地
方
公
務
員
法
第　

条
に
規
定
す

１６

る
欠
格
条
項
に
該
当
す
る
方
は
受

験
で
き
ま
せ
ん
。

受
付
期
間　

７
月　

日 （
火
） ま
で

１５

※
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
必
着

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�　

８
月
３
日 （
日
）

教
養
試
験
、小
論
文
、専
門
試
験（
土

木
技
術
職
、
保
育
士
の
み
）

※
第
１
次
試
験
の
合
否
の
発
表
は
、

８
月　

日 （
木
） 頃
に
通
知（
郵
送
）

２１

し
ま
す
。

�
�
�
�
�　

９
月
７
日 （
日
）

事
務
適
性
検
査
、
口
述
試
験
（
面

接
）、
実
技
試
験
（
保
育
士
の
み
）
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市
役
所
総
務
課
に
用
意
し
て
あ

る
ほ
か
、
郵
送
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
も

ご
請
求
い
た
だ
け
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

税
金
の
徴
収
業
務
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
お
金
を
扱
う
仕
事
な
の

で
、と
て
も
神
経
を
使
い
ま
す
が
、

よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
税

を
集
め
る
と
い
う
こ
と
に
、
と
て

も
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

下
田
の
た
め
に
働
け
る
仕
事
を

し
て
い
る
こ
と
を
幸
せ
に
思
い
、

充
実
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�

総
務
課
人
事
係　

�
�
２
２
１
１

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

soumu@city.shimoda.shizuoka.
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森本　恵時（税務課）

平成１９年度一般事務職採用


